
５．主要な改定内容（案）

施設の整備（３）ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策

○ 徳島県では、南海トラフ巨大地震に備え、被災した際に早期復旧と早期営農再開が可能となるよう、BCPを
策定。

出典：農林水産省 農村振興プロセス事例集
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５．主要な改定内容（案）

（３）ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策

出典：農林水産省 農村振興プロセス事例集
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５．主要な改定内容（案）

（３）ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策
（４）技術の進展等に応じた効率的・効果的な事業の実施

○ 管理面において、業務継続計画（ＢＣＰ）策定及びため池の低水位管理等、地域の防災力強化に繋がるソフト
対策を基準書に追加。

○ 自然災害リスクの高まりに対応するための新たな取組（豪雨時における施設の危険度及び被害予測をリアルタ
イムで情報提供するシステム並びに次世代型水管理システム等）を基準書に追加。

◆基準「審議対象」

3．5 管理計画（資料１－２ Ｐ142）

管理計画は、排水施設の有する排水能力が十分に発揮できるよう、管理者、管理の内容、管理に要する費用、負担方法等の基本的事

項を定めた上で、管理運営の計画を作成するものとする。

◇基準の運用

3．5 管理計画（資料１－２ Ｐ144） （略）
3. 業務継続計画（BCP）

豪雨及び地震により施設が被災し、人員や情報等に制約のある状況下において、施設機能の継続及び早期回復を図る、業務継続計画
（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）の策定に努める。

4．既存施設等を活用した減災対策

災害に対する地域の防災・減災力を強化するため、既存施設等を活用した田んぼダムによる洪水調節及びため池等における低水位管
理等の減災対策を行うことが重要である。

5.新たな技術の活用
近年、情報通信技術の進展が著しいことから、現場での適用性等を考慮しつつ、新たな技術の導入を検討することが望ましい。

6.更新等に備えた各種データの把握
将来の排水施設の更新等に備え、受益区域内の各種データを把握することが望ましい。

7.管理に関する協議組織

また、受益区域内に非農用地が多く含まれる地区等にあっては、関係自治体等を含めた管理に関する協議組織等を設け、運転管理方
法及びや洪水時等の措置並びに費用負担について協議を行う必要がある。 20



５．主要な改定内容（案）

◇基準及び運用の解説

基準3.5及び運用3.5では、維持管理計画について規定している。（資料１－２ Ｐ145）
1～3 （略）
34. 業務継続計画（BCP）

地震及び豪雨及び地震が発生し、土地改良施設が被災した場合には、営農に支障を与えるだけでなく、地域住民の生命及び財産ひいて
は地域全体に被害が発生するおそれがある。業務継続計画は、地震及び豪雨及び地震が発生した場合、活用できる資源が制限された状
況で施設に関する被害の拡大を防ぎ、施設の機能回復のために優先すべき業務を特定し、業務継続に必要な措置を講ずることで適切な
業務執行を行うことを目的として整備するものである。

45.既存施設等を活用した減災対策

気象情報降雨予測等を基に排水路又はため池の貯留水を事前に放流し、降雨を貯留する低水位管理等減災対策が実施されている。ま
た、水田からの落水量を抑制し、豪雨時に水田へ雨水を貯留することで、下流域の農作物や宅地の被害を軽減することを目的とした「田ん
ぼダム」による洪水調節の取組を行っている地域もある。

56.新たな技術の活用

地震及び豪雨及び地震時等にため池等の農業水利施設の情報を収集し、施設の危険度及び周辺地域の被害予測をリアルタイムで情報
提供する技術並びに豪雨時等における情報通信を活用した施設の排水管理に関する技術等の新たな技術について、現場での適用性等を
考慮しつつ、導入を検討することが望ましい。また、気象及び水文状況をリアルタイムに把握し、その情報を国、都道府県、市町村及び土
地改良区等関係者間で共有することが望まれる。

67.更新等に備えた各種データの把握

将来、排水施設の更新等を行う際、適当な気象及び水文資料が得られるよう、受益区域内の降雨並びに幹支線水路の主要な地点にお
ける水位及び流量等を観測し、把握することが望ましい。

78.管理に関する協議組織

排水地区に非農用地が多く含まれる地区等にあっては、農用地の排水の他に非農用地部分の排水や環境等にも配慮する必要がある。
管理費用の負担に関する事項等を協議するために、関係自治体等を含めた協議組織を設けるとともに、地域全体の排水に関する住民の
理解を深め、地域全体の排水への協力体制並びに豪雨及び地震時の連絡体制を確立する必要がある。

（３）ハード対策とソフト対策を組み合わせた防災・減災対策
（４）技術の進展等に応じた効率的・効果的な事業の実施
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６．パブリックコメントの結果と対応方針（案）

項目 意見の内容 対応方針（案）

1.2 排水事業の目的

（資料1-2 Ｐ10）
〇 改訂案で「豪雨及び地震等による」とある
のは「気候変動等に起因する豪雨や地震等
による」としておく方がよいのではないかと思
われた。（「豪雨」だけで気候変動という背景
を想起するのは少々困難であるので、中長
期についてもある程度見た事業がなされる
事を促進するためにも、気候変動という文言
は入れておくべきと思われた。（以上、原文
のまま）

〇 ご意見を踏まえ、以下のとおり
修正します。

【原文】
豪雨及び地震

【修正文】

気候変動等の影響により激甚化す
る豪雨及び大規模地震

22

○ 平成30年11月19日～11月30日において、土地改良事業計画設計基準 計画「排水」基準（案）につい
て、パブリックコメントを募集。

○ 当該パブリックコメントについて、１件の意見が提出された。当該意見については、技術小委員会で
の審議を経て、パブリックコメントの結果として、意見の内容及び対応方針を公示する予定。



７．前回の技術小委員会における主な指摘事項と対応方針（案）

項目 指摘事項 対応方針（案）

① 洪水発生の要因のひと
つとして、「都市化及び混
住化」を基準に記載して欲
しい （資料1-2 Ｐ10）

○ 基準の「排水事業の目的」において、
「豪雨及び地震等」と記載されているが、
「都市化及び混住化」が記載されていない。

洪水発生の要因として、「豪雨や地震」
の他、「都市化や混住化」の影響も大きい
ので、基準に記載して欲しい。

○ 「都市化及び混住化」を基準に
も記載。
（基準1.2排水事業の目的）

② 基準の運用の「排水事
業の目的」の文章が読み
づらい （資料1-2 Ｐ10）

○ 基準の運用の「排水事業の目的」の文
章が非常に長く、読みづらさを感じる。

○ 読みやすくなるように修正。
（基準の運用1.2排水事業の目的）

③ 調査のプロセスにおい
て、施設の機能診断に関
する記載が必要ではない
か （資料1-2 Ｐ25・Ｐ51）

○ 主要工事計画において施設のライフサ
イクルコストの低減を図る機能保全対策の
検討が必要と記載しているので、調査のプ
ロセスにおいて、施設の機能診断を行うこ
とが必要ではないか。

○ 対象地域の排水施設の老朽度合が重
要である。特に、更新事業では既存施設
の老朽度合を評価することが必要である。

○ 第１章総論及び第２章調査に既
存施設の機能診断結果等を把握
することについて記載。
（基準及び運用の解説1.3.2事業
計画作成に当たっての留意事項
及び2.3.3水利状況）

④ 確率年の考え方を基準
の運用にも記載して欲しい
（資料1-2 Ｐ90）

○ リターンピリオド（確率年）について、10
年にとらわれずに20年から30年としてもよ
いとするのであれば、基準の解説のみな
らず、基準の運用にも記載して欲しい。

○ 確率年の考え方を基準の運用
にも記載。
（基準の運用3.3.6.2計画基準降
雨）
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項目 指摘事項 対応方針（案）

⑤ ポンプ場の整備計画にお
いて、流入量の把握や情報
通信設備の設置について考
慮して欲しい
（資料1-2 Ｐ136～139）

○ テレメーターがついていないポンプ場
が多いが、地域の排水を適切に行うには、
ポンプ場の管理者が地域への流入量を
把握することが出来るようにすべき。

○ 今後、情報通信の分野が格段に進歩
する。これからの時代を考えると、情報通
信設備という項目があっても良い。ポン
プ場にとって必須の設備になる。

○ 「監視操作制御設備及び電源
設備」を主要工事計画のポンプ場
に追加。
（基準の運用、基準及び運用の解
説3.4.4.8監視操作制御設備及び
電源設備）

⑥ ポンプ場の整備計画にお
いて、停電対策について考
慮して欲しい
（資料1-2 Ｐ136～139）

○ 北海道の地震のときに、長期間にわ
たる停電が発生した。停電時においては
ポンプを動かせないため、今後の検討に
当たって配慮いただきたい。

⑦ 減災対策における低水位
管理において、排水路の記
載がない
（資料1-2 Ｐ145）

○ 減災対策における低水位管理におい
て、ため池のみならず、排水路を記載す
ることが必要だと思う。

例えば、筑後川には低平農地域があり、
非常に広大な排水路網での事前放流は、
減災に大きな効果を果たす。

○ 減災対策の解説において、ため
池の前に排水路を追加。
（基準及び運用の解説3.5.4既存
施設を活用した減災対策）

⑧ 次世代型水管理システム
は常時排水での活用が見込
まれる（現時点では、豪雨時
における活用は困難）
（資料1-2 Ｐ145）

○ いわゆる次世代型水管理システムに
ついては、水を配る水利システムと常時
排水システムが連携すると非常に効果
的なシステムが構築できる。常時排水に
こそ活用して欲しい。

○ 記載文章から「豪雨時等におけ
る」を削除。
（基準及び運用の解説3.5.5新たな
技術の活用）
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＜平成29年度＞
12月６日 農業農村振興整備部会（諮問）

（技術小委員会へ付託）
２月22日 技術小委員会（１回目審議）

＜平成30年度＞
10月26日 技術小委員会 （２回目審議）
11月19日～11月30日 パブリックコメント
２月22日 技術小委員会 （３回目審議）
３月 農業農村振興整備部会（審議結果の報告・大臣への答申を予定）

＜翌年度＞
審議結果（答申）を踏まえ、土地改良事業計画設計基準 計画「排水」を改定

８．今後のスケジュール（案）

○ 農業農村振興整備部会技術小委員会における審議の後、平成30年度内に同部会に
審議結果を報告し、同部会から大臣に答申していただく予定。

○ 審議結果（答申）を踏まえ、土地改良事業計画設計基準 計画「排水」を改定。
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